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原　告　 
被　告　 国
証拠調べに関する意見書
２００５年１０月３日
東京地方裁判所　民事第１3部合議Ｂ係　御中
　　　　　　　　　　　　　　原告ら訴訟代理人　　　　　　　　　　　　
弁護士　　　内田雅敏　　ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　　

原告らは，被告の２００５（平成１７）年７月４日付証拠調べに関する意見書に対して，次のとおり反論を述べる。

１　被告主張の誤り

原告らが，２００５年７月４日付証拠申出書（１）において，５名の証人及び原告鎌田慧の尋問を請求したところ，被告は，２００５年７月４日付証拠調べに関する意見書（以下「被告意見書」という）において，証拠調べは必要ないとの意見を主張した。

そして，証人調べが不必要であるとする理由について，本件差止め，違憲確認の訴えがいずれも不適法として却下されるべきであること，自衛隊のイラク派遣によって原告らの具体的権利ないし国賠法上保護された利益が侵害されたことはあり得ず主張自体失当であることを挙げている。

しかし，以下にみるとおり，被告の主張にこそ理由がない。すなわち，差止が認められる要件として，①重大な侵害行為と②事後的な救済の困難性が挙げられるところ，何ら大義名分がなく国際法違反が明白なものとなったイラク戦争とその後の占領に荷担するために，今なお戦闘の続いているイラクへ自衛隊を派遣することは，重大な国際法違反であり，憲法の規定する平和主義の破壊行為であって，重大な侵害行為であることは疑いない。また，日々イラク民衆の日本および日本国民に対する敵意は増大し，自衛隊員を含む日本国民の声明・安全に対する脅威が増大しつつあるところ，自衛隊員の生命が奪われ，また自衛隊員によってイラク民衆の生命が奪われるようなことがあれば，日本に対する信頼が決定的に失われ，原告らの平和的生存権に対する侵害も回復困難となる。

また，違憲確認が認められるための要件として，即時解決の必要性が挙げられるところ，２００３年１２月以来およそ２年近くにわたって派遣を継続しており，本年１２月にも再延長を行う姿勢を示しており，将来にわたっての派遣を食い止めるためには，司法によって違憲を宣言する必要性が高い。そもそも，行政による憲法破壊行為が続いているときこそ，司法がその暴走を押しとどめる役割を担うべきなのである。

２　イラクの実態を知らずして正しい判決は書けない

貴地裁において多くのイラク派兵差止訴訟が継続しているが，そのほかにも現時点で全国１０地裁（札幌，仙台，栃木，甲府，静岡，名古屋，京都，大阪，岡山，熊本）において同種の訴訟が提起されており，約５６００人の原告，８００人の代理人が本訴訟に参加している。このように事件数，原告数ともに未曾有の大訴訟となっていることの背景には，イラクへの自衛隊派遣が日本国民の平和的生存権，人格権に甚大な被害を及ぼすという共通の認識が広がっているからであり，また日本国憲法の定めた平和主義の理念が決定的に破壊されてしまうという危機感が共有されているからである。

いま，日本国民の多くが全国各地の訴訟の行く末を案じている。このような状況にあって，何ら証人調べを経ずして結審されるなどということがあれば，到底適正公平な訴訟進行がなされたということはできない。

被告は，本件は裁判所の法的評価，法律判断の問題に尽きると主張し，これを証人調べを不要とする根拠としている。しかし，イラクへの自衛隊派遣の違憲性・違法性について正しい評価を下すためには，国際法や人権論に関する専門家証人の意見を聞くことが不可欠である。

また，イラクの状況については，すでに原告らは新聞報道や雑誌の論評などの書証にて立証を行ってきた。しかし，泥沼化するイラク戦争・占領の中で，イラクの民衆がどのような苦難に陥っているか，また，自衛隊がどのように活動し，どのような評価を得ているか，日本国民がイラク民衆からどのように見られているかについては，直接イラク現地を訪問し，イラク民衆の声に耳を傾けた者，またイラクにおける自衛隊活動について詳細な分析を行った者でなければ，説得的かつ具体的な事実を述べることはできない。証人が代弁するイラク民衆の日本に対する怨嗟の声を聞くことで，原告らが痛切に感じている精神的被害をより具体的に，詳細に理解することができるはずである。特に，イラクにおいては，報道統制が行われ，断片的で偏った報道しかなされてきていないことからも，証人の口から真実を証言させる必要性は極めて高いと言わなければならない。

これまで原告らは数多くの論点について主張を重ねてきたが，このような多岐にわたる法律上の論点やイラクの現状に関して，書証のみによって立証しようとすると，その取調べに膨大な時間と労力を割かねばならず，また理解も浅薄なものとならざるをえない。法律上の論点に関して日々研究を重ね，またイラクの現状をリアルに体験している証人を尋問することによってこそ効率的かつ正確な理解がなされうるのである。

そもそも，今回の立証事項は，文献をあげ連ねれば明らかになるというものではなく，文献ないし文献を解読した証人独自の研究結果，あるいは証人の具体的かつ詳細な証言によって初めて明らかになる。よって，証人を直接法廷に出頭させて陳述させる必要があるのである。

３　各証人による証言の必要性

（１）阿部浩己

本件訴訟の目的の１つは，イラクへの自衛隊派遣の原因となったイラク戦争・占領が国際法上認められる戦争・占領であるのか否かを明らかにすることである。国際法上認められない戦争・占領であれば，当然自衛隊の派遣は憲法上あるいは自衛隊法上認められることはない。この点に関して，原告らの申請した阿部浩己証人は最適な証人である。イラク戦争・占領に関しては，イラクをめぐる現在進行形の政治社会情勢を踏まえた詳細な事実に基づく評価が必要となってくるところ，阿部証人は単に国際法の著名な専門家であるだけではなく，イラク国際民衆法廷における裁判長として，詳細な文献・報道・証言などに接しており，説得的かつ緻密な事実に基づいた分析を行うことができる。

（２）熊岡路矢

また，イラクにおける人道復興支援という名目で自衛隊はイラクに派遣されているが，自衛隊の活動が実際にイラク民衆の利益に結びついているのかいないのかが重要な争点となる。また，そもそも軍事力を持った集団によって有効な支援が可能であるかも問題となる。この点について，過去２４年間，紛争地であるタイ、カンボジア、ベトナム、ソマリア、エチオピア、旧ユーゴ、ルワンダ、アフガン、イラク、パレスチナ等で国際協力活動に従事してきた熊岡路矢証人に証言を求める必要性が高い。熊岡証人は現在，国際支援ＮＧＯとしては著名な国際ボランティアセンターの代表理事を務め，市民の目線に立つとともに，軍隊とは距離を置いた形態で支援を続けており，自衛隊による支援の弊害および市民やＮＧＯによる真の支援活動について具体的な分析をすることができる。

（３）渡邉修孝

さらに，イラクにおける民衆の生活状況，日本に対する意識・感情，アメリカによるイラク統治の実情を知ることなくして，イラク戦争・占領に対する適切な評価を下すことはできない。この点，自衛隊監視活動を長年にわたって続けてきたばかりでなく，実際に戦場のイラクに入り，イラク民衆と密接な交流を続け，さらにはイラクの武装勢力から誘拐され後に解放されたという経験を持つ渡邉修孝証人は，イラクに関する最良の証言を得ることができる。イラクにおいては，アメリカによる戦争・占領への憎悪が，アメリカに追随している日本にも向けられた結果，渡邉証人自身も実際に自由を奪われ，生命の危険にさらされており，原告らの平和的生存権が現実に危機に瀕していることを証言することができる。

（４）藤田佑孝

そして，イラクにおいては大量の劣化ウラン弾が使用され，現在および将来のイラク民衆の生命と健康を蝕み続ける可能性が極めて高いと言われている。このような大量破壊兵器を使用している点だけをみても，イラク戦争が国際法に違反していることは明らかである。藤田佑孝証人は，慶応義塾大学助教授を務めており，劣化ウラン弾被害についての第１人者である。イラク特措法特別委員会においても，劣化ウラン弾の人間や国土に及ぼす悪影響に関して報告を行っているほか，イラク現地の塵を持ち帰り，放射線濃度についても測定を行い，劣化ウラン弾の危険性について警告を発している。

（５）前田哲男

また，イラク派遣によって日本国民の安全がかえって脅かされるようになっており，これはまさしく原告らの平和的生存権が侵害されていることの証左であるところ，この点に関して，軍事評論家の前田哲男証人が詳細な分析を行っている。特に，イラクにおける自衛隊への武力攻撃が断続的に行われており，日本や日本国民への敵意が日々高まっていることを示している。前田証人の証言は，原告らの主張する平和的生存権や幸福追求権への具体的侵害が，現実のものであることを裏付けており，本件訴訟の重要な争点の１つである損害の立証のために不可欠な内容となっている。

４　おわりに

以上のとおり，原告らが申請した上記の専門家証人は，いずれも本件の争点判断に不可欠な証人である。イラクにおける実情について証人から証言を聞くことなしに正しい判断をなし得るはずはない。特に，原告らが被っている精神的被害について，それがどれほど深く辛いものなのか理解するためには，イラク民衆の悲惨な実情に真摯に耳を傾けることが必要である。

貴裁判所においては，争点に関して真実に基づいた適切な判断を行うために，上記証人を採用し取調べることを強く求め，被告への反論とする。

以　上
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